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 ■開 会   

※事務局により進行 

【資料の確認】 

【情報公開の確認】 

 １．保健福祉部長 あいさつ   

 ２．委員長 あいさつ  

 ３．議題  

第２期佐世保市地域福祉計画・地域福祉活動計画の

策定について  

事務局より資料に基づき説明 

●西委員長 

只今、事務局の方から説明がありましたけれども、

今日の委員会かなり難しい部分があるんじゃないかと

思います。まずは「第２期地域福祉計画策定にあたっ

ての考え方～第１期計画を踏まえた策定ポイント～」

この辺から入っていきたいと思いますが、今、説明が

あった中で、お尋ねになりたい分がありましたら聞きた

いと思います。どなたかございませんか。 

それでは、私の方から一つお尋ねします。第２期地

域福祉計画策定にあたっての考え方のペーパーの

中で、間口を広げたというお話が最初ありました。間

口を広げて、この絵の福祉に該当する部分にやって

いくと、これが社会福祉法２条にある考え方としては、

ああいった事業を対象にしますよということですよね。

そうしますと今の計画、活動計画の中に例えば５８ペ

ージに書いてある中で、「地域の防犯機能の低下」と

か「保護者のしつけの不徹底」とかそういうものがある

んですけども、この考え方からいったら対象領域から

外れるという考え方になるんですか。 

◆事務局 市 

そうです。それそのものを解決することが目的には

ならない。 

●西委員長 

そういうことですね。ただ今後計画を作っていく中で

は、今ある計画の一つの項目をどうするかは、今後の

意見を交わしながらやっていくというお考えですね。 

◆事務局 市 

はい。 

●西委員長 

それでは、いろいろ中身の細かい部分もあって、難

しい部分もありますので、区切って少し説明をまたもら

う部分と、皆さん方からの質問を聞く部分とやっていこ

うと思います。ポイント１の１期計画の反省の分で説明

がありました。私もお尋ねをしたんですけども、１期計

画それから２期計画の考え方で、対象とする領域に

ついては、一応イメージとして皆さん方了解いただけ

ましたでしょうか。今まで２枚目（地域コミュニティの活

動領域とその要素）の絵のいろんな環境問題とか、他

の防犯の問題、防災、災害の問題そういったものも含

めてかなり幅広く地域の問題、当然地域の問題として

は防犯の問題出てくるんですね、結果的にはそれが

福祉につながってくるんですけども、その領域を、社

会福祉法の中にあるいろんな事業が、実は介護保険

も含めて、いろいろあるんですけど、相談事業とか、そ

ういったものにある程度考え方としては整理をしていこ

うと、そして目的をはっきりさせて計画、課題を整理し

ていこうという考えではないかなと、いうふうに思いま

すが、第１期計画の反省と、第２期計画の考え方に

ついて何かお尋ねになりたいことありませんか。 

●坂本委員 

坂本です。この方向で、反省ということで進めていこ

うということなんですけども、組織として佐世保市と、

社会福祉協議会の福祉活動計画と、福祉計画との

お互いの仕事のシェアの仕合、責任分担の度合いと

か私も途中から入ったので、よくそこが分からない部

分があるのでお尋ねしたいのと、今、保健福祉政策

課（市）が中心にされてるけども、例えばこれが先ほど

の防犯とか、他の佐世保市の中の部署との関係で、

絞った方が仕事がしやすいということなのか、そういう

ことじゃなくて、純粋に福祉に特化した方がいいという

ことなのか、むしろ連携があった方が、縦割りになって

いかない方がいいような部分も、今、西委員長がお話

になったとおり、縦割りにしてしまわない部分がいいか

もしれない、例えば防犯なんかもそうですけど、そのあ

たりの所管のことと、社協と佐世保市の関係をお尋ね
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したいと思います。 

●西委員長 

坂本委員の方から２点ご質問がありました。１点目

は地域福祉計画の所管、保健福祉部の所管の部分

と、社協が計画として作るようになっている活動計画、

そこら辺の役割といいますか、関連性含めて考え方

を事務局の方からお願いします。 

◆事務局 市 

まず、社協と市の関係からご説明したいと思います。

社会福祉法の中で地域福祉の推進主体としては、社

会福祉協議会だけを予定してます。それ以外の所が

しては駄目だという意味ではなくて、地域福祉という項

目の中には、社会福祉協議会という団体しか存在し

ておりません。 

もう一つ市の役割としては、その社会福祉協議会

が地域福祉を推進する、或いは介護事業者が介護

を推進するという形で、福祉サービスが適正に行われ

るように、必要な措置を講じなさいというのが、社会福

祉法の６条に記載されております。市としては、地域

福祉を推進する主体である社会福祉協議会が、十

分な活動ができるように措置をしなければいけないと

いうことで、いろんな法的な整備であるとか、財源の

確保なんかをやっております。それに基づいて補助金

という形でやっていますけども、補助金の要綱の中で

今回改正をいたしました。整理をしたのが、市は先ほ

ど申し上げたとおり、全市的に係わる部分、制度的な

物とか大きな財源を必要とするもの、それから全市的

な制度として設計しなければいけない。社協は、より

身近なものの諸課題に対応していくという業務の切り

分けを行っております。定期的に会議を設けて、すり

合わせをするような仕組みづくりもやっております。そ

れが市と社協の役割分担。 

それと縦割りじゃなくて横断的にというお話だったと

思いますが、決して他の所はやらないという意味では

ないです。福祉が求める目的を、ある程度明確化し

た方がいいのではないかという意味でございます。従

って、防犯とかを全く関係ないから領域外ですよとい

う話ではなくて、福祉の領域が求める結果、そこを明

確にした方がいいんじゃないかという発想です。 

●坂本委員 

分かりました。 

◆事務局 市 

補足しますけど、様々な行政計画があるわけです。

その中の一つの福祉分野に、ある程度絞った地域福

祉計画をやろうとしておりますけれども、福祉の中でも

広いといいますか、介護保険計画とか、障がい福祉

計画とかありますので、その中でも広いということはあ

りますが、行政の分野様々ある中で、福祉にある程

度の特化した計画というのが地域福祉計画です。た

だ、策定過程においては庁内で共有していくのは当

然で、第１期の計画の時にも、庁内検討組織というの

がありまして、そこで他のいろんな担当の課が、それ

ぞれ関連する意見を集約して作ったというのが行政

的にあります。第２期の策定に向けても、そういった連

携というのは当然やっていくのは勿論です。 

●西委員長 

よろしいでしょうか、この対象とする領域というのを

変に誤解してしまうと、違う方向にいってしまうもので

すから、ちょうどいいタイミングで坂本委員から質問が

ありました。今、事務局の方から説明があったとおりで

ございますけれども、例えばここに「ごみステーション

の整備」とございます。一つの例を私なりに考えますと、

例えば地域の中に住民がいて、一人暮らしの人がい

る、ちょっと変わっていて、ごみを全然持って行かない

ので、ごみ屋敷には溜まってしまっている。ごみそのも

のは別の環境の事業という形になるんでしょうけど、し

かしその人にごみを出させるためには、どうすればい

いのかというのが、我々地域の問題になるんですね。

それであれば、老人クラブ、デイサービスに参加させ

ようという形で、結果的にはその地域で一番問題だっ

たごみ屋敷の問題が解決につながるという形になりま

すから、そういった方向で計画というのは、今後作っ

ていかないといけないのかなというふうに思います。今

のがいい例になるかどうか、私も自身ないんですけど、

そういった意味で領域については、連携をきちっと取

っていく形の中での考え方で、整理をさせていただき

たいと思います。第１期計画の反省、計画の考え方

についてよろしいですか。 
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それでは、ポイント２、これは私たちが事業評価をし

ていく中で、事業の評価がしにくかったという意見が結

構ありました。例１、例２の説明がありましたように、い

ろんな意味で、例えば社協のホームページに全部載

せたということが、いろんな事業の目的、計画があっ

てそれが、全部結果としてホームページに載せました。

○○を作りましたと、一つのもので片づけられてしまう

というような分が若干あった。重なった部分があった。

評価がしにくかったというのが、確かにあったんじゃな

いのかなと思います。その辺の反省がここには書いて

ありまして、２期計画の考え方としては、達成目的別

に整理された政策体系ということで、課題をそれなり

に目的別に整理して、その目的を達するためにはどう

いった過程を得てやっていくか、という部分をやはり進

捗管理も含めて、次の新計画にはする必要があるん

じゃないかなと、私は思っています。ポイント２につい

て、皆さん方の方で何かご意見があればいただきたい

と思います。ポイント３も大体同じですからポイント２と

３で、皆さん方の第２期計画の考え方について、あわ

せて質問されて結構です。なかなか難しいですけど、

第２期の佐世保市地域福祉計画の考え方（案）Ａ３

の絵の付いた説明もありましたが、中の方をいろいろ

考えると難しい部分、若干理解しにくい部分もあります

が、今の計画というのは、住民をひとくくりにして計画と

いう物を作れば、ある程度済んだんですね。ところが

今の時代というのは、よくニーズの多様化という言葉

を皆さん方聞かれると思います。ここに先ほど事務局

から説明があった個別支援、地域支援、次の新計画

というのは、この個別支援が一つポイントになるんです

ね。個別支援というのは先ほど私が言ったように、ニ

ーズが多様化した時代に今入ってますから、個別的

に対応をしきれない、ひとくくりで住民のその地域その

ものを、計画の中でポンとくくってしまうと、個人の部分

の支援が達成できないんです。だから一つ一つの個

別、一人一人に対してニーズが違うから、そのニーズ

に対して答えていこうというのが、この第２期のさっき

説明があった絵の中の個別支援ですね、その個別支

援をやって、生活支援サービスを実施していこうと、そ

してその個別支援の塊の中に地域があって、地域を

支援していることで、その地域の生活支援をしていこ

うというような、考え方になってるんじゃないかなと思

います。 

どなたかご意見等ございませんか。 

●山北委員 

すごく難しくて、何をしていいかが分からないくらいで

すが、一人一人個人というか、一人の人を考えるとき

って、今の私自身がやっている活動自体が、本当に

個人なんです。一人一人がみんな違う、同じ感じじゃ

なくて皆違う、私は今一番問題が大きくなっていく、ひ

きこもりとかをやっていますけど本当に大変です。一

人一人と向き合っていかないといけない。そこを地域

の人たちと、どういう形で支えることが一番いいのか、

いつも考えています。 

実をいうと今日の感じというのは、私にとっては一番

身近に感じられること、今までいろんなことを論議して

きて、今回というのは凄く身近なものとは思いますが、

これをどういうふうにしていくのかというのが、すごく自

分でもまとまりがつかない。自分は一人一人の人と向

き合う形なんですね、でも行っても会えないような人

たちの中で、地域でもどこにあの人がいるのみたいな

所なんです。でもそこの地域のいろんな力を借りない

とできない部分もある。子供も親もみんな孤立してし

まっている。一人で悩んで、自分の家庭の中に抱えこ

んでいるこの問題をどういう形で、地域のものとするの

か、そこを行政とか社会福祉協議会とか、そういう所

とどう繋ぐのか、その繋ぎ方も対応の仕方も、それぞ

れの人によって違うんですよね、それってものすごく

皆の学びが必要になってくるんです。そういうことって、

どんなふうにして作るのかなって、ちょっと違う感じに

話がなってるかもしれないですけど、私自身個人とか

地域とか、今本当に必要としている人たちはいるので、

多分、今浮き彫りになっているひきこもり、どこの中に

もひきこもりがいるんです。そこをどうするのかというの

が私は凄く身近な問題です。 

●西委員長 

今、山北委員がおっしゃったこと、ずばりそのとおり

なんです。だから計画というのは、具体的にどういった

形で、この人に係わればいいか、つまり今までの計画

というのは、行政計画で住民と向き合った計画ではな
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いんです。今、山北委員がおっしゃったのは、住民と

一人一人と向き合って具体的な一つ一つの方法論も

含めて議論をして、それを計画に載せましょうと、答え

を言ってしまうと、そういうことに多分なるんじゃないか

と思うんですけど、そういう計画も作るのが、新地域福

祉計画の見直し計画じゃないかなとは私も思う。山北

委員がお話になった分で、皆さん方どのようにお考え

になられるでしょうか。 

●櫻井委員 

１期計画の反省で、はっきりとイメージできていなか

ったというところがありますし、国の策定指針にも明確

されていないというので、今までずっと話をしてきて、

今度は凄く多様なニーズに合わせてという、一つ一つ

のケースから考えていくというのは、まるで反対みたい

なイメージだと思うんですよね。一つ一つのケースとい

うのは、千差万別いくつもケースがあると思うのですが、

そこを例えば、それでもある程度こういうパターンがあ

るなとか、そういうふうに種別に分けて、考えていくと

いうようなことをされると、本当は一つ一つ考えて皆さ

んが係わってこられた中での福祉というか、一番しん

どいというところを支えることを考えれば、皆さんに行

き渡るということはあるのかもしれないですけど、それ

をどこに置くのかをしっかり皆で見極めないと、難しい

のかなというのを凄く感じました。 

●西委員長 

その辺が、地域の問題をどの程度出せるかという

のがありますよね。今ここに参加してらっしゃる、例え

ば山北委員がそういう活動をされておられるから、そ

ういう問題というのが出されて、それについての計画と

いうのは細かい分だから、出されないかもしれないけ

ど、それ以外に地域の中で例の３１から出た活動の

分ですか、あの中からまた細かい部分の問題点もあ

るんですかね。 

◆事務局 市 

はい。 

●西委員長 

だから、そういった問題を議論しながら、具体的な

過程も含めて目的を達するまでの細かい部分をどう

対応すればよいかということを一つ一つ出していくのが、

事務局が考えている新しい計画ではないかなと思い

ます。 

●永江委員 

ずれるかもしれないですけど、私は山北さんの活動

自体を少しだけ知っているので、ひきこもりに関して言

うと、例えばここに個別支援、地域支援というふうに、

段階的に支援のレベルと言っていいのかな、形作ら

れていくようなイメージなんですけど、もしかしたらその

ようにならないケースもあるんじゃないかと思うんです。

例えば、ひきこもりの人だったら、地域にあまり知られ

たくないという方もいらっしゃる。 

●山北委員 

だからできない。 

●永江委員 

だから地域全体の問題としては取り組めない。支援

ができないかもしれないけど、地域の中にそういう理

解をできる人、それから係われる人が増えていくこと

が大事なことなので、必ずしも通り一遍の流れではで

きない分野があるんだろうなというイメージをちょっと

感じました。 

福祉そのものが凄く漠然とした表現でもあるし、先

ほどの図を見ると結局それぞれの分野に分けてありま

すけど、それぞれの分野の中に福祉の分野が微妙に

含まれている。もともと難しいなと思うんですけど、一

つ一つの例えばひきこもりの問題とか、細目にわたっ

て検討していくと大変な作業だなと感じますけど、やら

なきゃいけないですね。 

●西委員長 

そうですね、これから皆さんでいろいろ議論を交わ

しながらやっていくんですけど、それぞれ例えば佐世

保市の中でもいろんな問題、地域の中で抱えている

ことがありますから、細かい部分を一から百まで挙げ

てこれに載せようと、そして計画して実現させていくの

は無理だと思いますね。その辺は地域の中で、これに

ついては載せてやっていきましょうという形の分で、あ

る程度絞らざるを得ない部分も、僕は出てくるんでは

ないかなと思います。それをまた皆さん方の意見を聞
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きながら、地域の中でポイントの高い物を基本重心に

やっていくとか、いろんな考え方が出てくるんじゃない

かなと、それとまた関連した部分が出てきますので、

そういったやり方はいいのか悪いのかは別にして、そこ

ら辺も議論をしていきたいと思います。 

新計画というのは微妙に進化を問われる計画とい

うふうにいろんな意味で言われているんですね。これ

は行政も進化を問われる。計画の中には行政計画と

してエンゼルプランであるとか、介護保険の計画であ

るとか縦割りで、その縦割りの人も含めて地域福祉計

画、そういうものに計画を作っているのではないかと、

本来、今皆さん方と議論しての地域福祉というのは、

他の障がい福祉計画とか、エンゼルプランとかそんな

ものとは違うと、先ほど山北委員がおっしゃったような、

それが求めたもともとの社会福祉法の中の、地域福

祉の推進第４条にある。それを計画にしようというのが

あって、今、全国で約９０％近くは作っているんですけ

ども、殆ど縦割りのありきたりの住民ひとくくりの計画な

んですね。結果的に、これがあまりいい計画として実

現性がないじゃないか、だから今事務局から説明が

あったような個別支援、いわゆるケアプランを中心とし

た計画を、やはりするべきじゃないかというのが、個々

の先生方のいろんな意見、私の聞いている限りではそ

ういう意見が出ております。 

●坂本委員 

以前、ゴールドプラン高齢者の計画の時に、市町

村に投げられたんですね。地域の中に自分の市の中

に何人の寝たきりの人がいるか。要介護の人がいるか

というのは、実はほとんど全国的に掴んでいなかった

と、それで初めて調査をしたという経験がありますよね。

今の委員さん方のお話を聞いていると、やっぱりニー

ズを聞かないといけないと思うんですね、聞いたから

には載せないといけない。あなたは優先順位後となる

と、これはここに書いてある排除になりますから、だか

らそこのところで、どんな困りごとがあるのかということと、

現在２次計画、１次計画で大分解消できた部分、提

言できた部分もあるでしょうけども、更に今困っている

ことは何ということを、我々がそれを知らないと計画が

次できないんじゃないかと感じました。 

●西委員長 

介護保険の場合は数値目標という形が出ますから

やっぱり、いろんな意味で数字を出すということは一

番分かりやすいですね。だから今度の地域福祉計画

についても、ある程度数字を管理して、数値目標の管

理として、そこを活性に持って行くような考え方も出さ

れておりますから、全部が全部数値目標という形で出

せないのが、地域福祉であろうかと思いますが、出せ

るという部分はニーズという形で、出す必要が私もあ

るんじゃないかなと思いますね。 

いろいろご意見出てますが、少しずつ皆さん方イメ

ージが湧きつつあるんじゃないかなと思います。事務

局にお尋ねになりたい分とかございませんか。特に骨

子は外枠だけでもある程度理解をイメージとしてもっ

ていただきないなと思っております。次の段階で具体

的に事務局の方からその辺をお示ししていただくと、

私たちも少し理解度が進むのではないかなと思ってお

ります。 

山下委員さん、何かご意見ありませんか。 

●山下委員 

そうですね、いろいろ聞いていて、なかなか自分も

理解できない部分もあるんですけど、第２期の計画と

して個人の支援、ニーズが必要な考えになっていくと

して、極端なことを言えば２４万人いれば、２０万通り

の支援が必要になっていくんじゃないかなとは考えま

した。やはりその中でどれにウエイトを置いて、進めて

いくかということになるとは思うんですけど、ウエイトが

多い部分からしていくということになれば、最後のほう

でウエイトの少ない少人数の方の支援が、おろそかに

なっていくのが気兼ねというか、その辺が心配だなと

いう感じは受けました。そういう方向を全体的な支援

をしていく中で、ウエイトが多い人、人数が少ない人を

どういうふうに我々として支援していくかが、２期の課

題になるんじゃないのかなと感じてます。 

●西委員長 

山下委員のごもっともなご意見が出ましたね。計画

に載っていない分については、なかなか係われないと

いう部分が出てくると、そこがある地域によっては一番

のポイントが高い、ウエイトが大きい部分かもしれない
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ので、その辺についてもどうやってカバーできるのか、

というのを計画の中で謳うことは、私はできるのではな

いかなと思います。その辺は今から作っていく中で、

皆さん方と議論を交わしていければと思います。 

小柳津委員さん、何かございませんか。 

●小柳津委員 

私は最初にこの計画を見たときは、ここまで間口を

広げるのかなと、凄く範囲が広いのにびっくりしました。

ただ、お茶の間トークの中で地域の皆さんが、地域の

問題として福祉につながるということで出された問題

であるし、地域福祉となっている以上は、ある程度や

むを得ないのかなと一応考えは変わりはしましたが、

その問題はこれからも支援していくというふうに、事務

局の方は言われたので、一応安心はしましたけど、福

祉六法とか福祉だけにこだわらないほうが、地域福祉

計画らしくていいのかなという気はあります。 

●西委員長 

少し正直私の気になるのは、領域を社会福祉法の

２条の中の考え方で整理をするという形になると、小

柳津委員がおっしゃったように、地域福祉という言葉

というのは、よその関連分野とも関連を含めて初めて

地域福祉という、ぼやっとした部分もあるんですけど、

その辺があるもんだから、定義がこれだと決められな

い部分もあって、その辺がなかなか難しいところだなと

思います。 

森委員さん、何かございませんか。 

●森委員 

理解は、ポイント３の第２期計画の考え方でなんと

なくイメージは湧いている気はするので、自分自身を

一人の住民としてとらえて考えていく、ということを考え

ると、理解が深まるかなというふうには感じました。こ

れをどういうふうに、ここから動くのかが大切な気がし

ますので、骨格に関して理解的には理解できてるか

なと思います。 

●西委員長 

ありがとうございました。今、森委員の方から、とて

もインパクトのある言葉が出たんですね。やはり住民の

一人として考えてこの計画を捉えていく、考えていくと

いうのが、とても大事なことじゃないかなと思います。 

松尾委員、何かございませんか。 

●松尾委員 

本当に個別支援の福祉六法、そこを中心にやって

いくということと、個別支援というと本当に莫大で、どこ

にポイントを絞って、これをまとめたらいいのだろうと、

イメージは分かります。一人の個人の方を中心にし、

関連する人で助け合いをして支えていかなきゃいけな

い。子供から今すべての法律がありますよね。そうい

うのと関連しながら、地域福祉の考え方というのが、こ

うかなと思ったら、また違う考えが浮かんでくるんです。

第２期で個別支援を先にやっていって、それに地域

支援がどんどん広がっていくんだという人間作りは分

かるんですけど、非常に難しいなというのが、私の今

の段階です。計画を立ててまとめていくのが、本当に

それぞれの法律、子供たちのひきこもりとか虐待にし

ても、虐待防止法とかいろいろあるわけじゃないです

か、精神保健福祉法とか、そういうのがあった中での

地域福祉として、計画をまとめていくということがまだ、

上手く私の中でイメージができていません。 

●西委員長 

個人の問題で捉えた時はなかなかですね。ただ、

一番の大きなポイントに今回なるんじゃないかなと思

いますけど、考え方としては個人の問題、それから近

隣とか家族の問題、それでそれを地域の問題という３

つの分野の中で分けながら、個人の問題を積み重ね

ていくことによって、近隣住民の問題があって、地域

の問題としてそれを大きく捉えていこう、というイメージ

になるのではないかなと、もともと個人の問題というの

は、先ほど山北委員からもあったように、そこを解決し

ないことには、現実的には地域の問題が解決しないと

いう部分というのが、今は多くなってきているんですね、

それが特に行政のいろんな福祉制度の中から、はま

るにはまってしまって、もがいている部分というのがあ

って、支援している人もそうだと、だからそれをどう計

画の中で具体的にその支援する人も行政が支援して

いくよと、そして、そのことをうまい具合に上にあげてい

くよというのが、地域福祉という考え方であり、計画と

いう意味合いになるんじゃないかと思うんですけど、こ
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の辺はそれぞれ今出た中で、率直な疑問を出してい

ただきました。私も最初事務局から説明を聞いたとき、

同じような疑問を皆さん方と同じように持ちました。 

●坂本委員 

坂本です。今意見をお伺いしてて、例えば、ポイン

ト１のところで道路整備は対象外とか書いてますけど

も、基本的に民主社会を作っていく佐世保市で、民

主社会を作っていく我々は、接点だというふうに考え

た時に、ごみが自分で捨てられないとか、捨てに行け

ない、いろんなハンディキャップによって場合によって

は、そこにごみを捨てるための袋が追加して買えない。

或いは、ごみを出す日が分からないとか、いろんなハ

ンディキャップがあるわけです。そこのところでいくと、

これは個人の尊厳ということをしっかりと守られる佐世

保市であると、佐世保市社協であるということを定義

していけば、尊厳ということを柱にしていくと、それはご

みの問題ではなくて、そこにさまざまな問題解決をし

ていくための手立てが必要、そこがあるから道路整備

が悪いから、車いすで外出できないとなってくると、こ

れはやっぱり地域福祉の問題になってくる。だから個

人の尊厳というのが個人レベル、家族のレベル、地域

社会のレベルに完結して通されたらどうかなと、ご意

見を伺ってて一つの方法として、そこから考えていくと

整理がしやすいんじゃないかなと思いました。 

●西委員長 

坂本委員がおっしゃった一つの問題が出れば、枝

が幾つか出てきて、そこら辺をつなげていけば、一つ

の問題解決につながるという形になるとういう。 

●坂本委員 

そういうことを我慢するのではなくて、我々関係者

に言っていいんだ、ということによってその問題を一つ

ずつ解決していきますと、そのことが個人の尊厳を守

っていくということと、あと地域福祉の実現に近づくんじ

ゃないかと思います。 

●西委員長 

他にございませんか。 

●下釜副委員長 

下釜です。全体の考え方というのは、確かにそうな

のかなと思いつつも、皆さんおっしゃるように個別の支

援をするために個別の問題点というのを、どうやって

拾い上げていくかというのが一番難しいところなのかな

というふうに感じました。 

今までの計画が、お茶の間トークというものを通して

拾い上げてきたんですけど、その中にあまりにも生活

課題と思われるものが多かったということで、今回その

辺を外していこうということになっているようですが、今、

坂本委員がおっしゃったように、それが地域福祉的に

捉えるものなのか、生活課題として捉えるものなのか、

というところの分け方というのは、とても難しいことだと

思います。特に本当に心身のプライベートの問題のこ

とと、生活課題であることというのが、必ず入り混じっ

て個別の問題ではないかなと思うので、そのあたりの

拾い上げ方というのが、どうやってもっていくのか、とい

う個人から考えていくと、誰に相談ができるか、近所

の人なのか、民生委員さんなのか、ということになって

いくと思います。そこから更に社協が介入するにあた

っては、間に福推協というものが介入をどういう形で入

っていくのか、というところの支援と要請ということで、

矢印で書いてありますが、そのあたりの連携そういった

ものもどういうふうに、今後計画の中でできていくのか

なというところも考えると、本当に次期の計画というの

はかなり難しいものというか、広い物になっていくので

はないかな、という印象を受けました。以上です。 

●西委員長 

次期新計画の骨子について事務局の方から説明

がありました。事務局の方から特に何かありません

か。 

◆事務局 市 

ご意見踏まえて坂本委員さんからおっしゃっていた

だいたように、意見の拾い上げは非常に大事だと思い

ます。行政計画を作る時、大体アンケート調査をやっ

てから作りますので、アンケート調査費用あたりの予

算を組み込みながらやっていきたいと思います。実際

アンケートをやるかどうかは別として予算化に向けて

動いていきたいと思います。 

それから、もう一点補足ですけど、先ほどから領域

に関していろいろとご意見をいただいておりまして、しっ
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かり受け止めて、たたき台を作っていこうと思いますが、

決して道路整備とか、ごみステーションの問題を除外

するというわけではなくて、福祉の目的は道路を整備

していくことが目的ではない、ということを言っているだ

けです。ですから私たちも決してごみの問題が、生活

課題に無いと言っている訳ではなくて、道路整備は、

土木部が道路整備計画としてやっていくのであって、

私たちは生活課題としての側溝整備はあるかもしれ

ませんが、それそのものには目的が無いという形では

考えておりません。以上です。 

●西委員長 

２５年度の計画は来年度までに作るんですよね。 

◆事務局 市 

はい。 

●西委員長 

来年度まで、もうすぐですから、また大変だとは思

いますが、どうか皆さんよろしくお願いします。 

議題については終わりたいと思います。 

事務局の方から何かございませんか。 

◆事務局 市 

次回はスケジュールにありましたとおり、年度末に 1

回開催させていただきたいと思います。予算の状況と

か、来年度の日程調整をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。  

●西委員長 

本日は遅くまでありがとうございました。 

■ 閉 会 

 

       


